
「見えない死角はどこにも潜む　意識集中　運転集中！」平成２８年度最優秀交通安全標語

Ⅰ．違反行為について

暦の上では春となりました。本格的な春が待たれるこの頃ですが、ところによってはまだまだ雪の降る

地区もありますので雪道を走行する可能性のある方は準備は怠らないでください。

　さて、安全な運転をするためには、なによりも交通ルールを守るということが基本になりますが、運転

マナーと混同して、違反行為にもかかわらずマナーの問題だと誤解していたり、それが違反行為だと

いう認識が薄い場合があります。そこで今月は、そうした違反行為についてまとめてみました。

環境安全部

１．歩行者の通行を妨害する横断歩道通過

　　信号機のない横断歩道で、横断している歩行者がい

るにもかかわらず一時停止はおろか、減速をせずに通過

していく車が少なくありません。

　歩行者が横断していたり、横断しようとしているときは、

横断歩道の手前で一時停止し、歩行者の通行を妨げな

いことが定められています（道路交通法第３８条第１項）。

したがって横断しようとしている歩行者がいるにもかかわ

らず、そのまま通過していくのは、「譲る」といったマナー

の問題ではなく、ルールの問題であり、違反行為です。横

断歩道に接近したとき、一時停止も減速もせずに通過で

きるのは横断する歩行者がいないことが明らかな場合だ

けです。この点をしっかり理解しておきましょう。

２．緊急自動車の通行を妨害する交差点進入

　救急車などの緊急自動車が交差点に接近しているにも

かかわらず交差点内に進入し、緊急自動車に急ブレーキ

をかけさせる車も良く見かけます。

　交差点やその付近で、緊急自動車が接近してきたとき

は、交差点を避け道路の左側によって一時停止しなけれ

ばなりません（道路交通法第４０条第１項）。自車の方が

先に交差点を通過できるだろうと考えて、交差点に進入し

てはいけません。
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３．交差道路側の通行を妨害する交差点進入

　　渋滞などにより、交差点内で停止して交差道路側の車

の通行を妨げてしまう車もあります。道路混雑などで交差

点内で停止して交差道路側の車の通行を妨げるおそれ

がある場合には、交差点に進入してはならないと定めら

れています（道路交通法第５０条第１項）。踏切も同様（同

第２項）で、車体の一部でも踏切内に残れば非常に危険

な状態となります。交差点や踏切に進入するときは、前方

の状況を必ず確認する必要があります。

４．他社の通行を妨害する駐車
　　駐車が禁止されていない道路であっても駐車してはな
らない場所があります。それが「無余地駐車の禁止」で
す。
　車の右側に３．５メートル以上（標識で余地が指定され
ている場合を除く）の余地がとれない場所での駐車はで
きませんが、右側に３．５メートル以上の余地があっても、
図１のように駐車すると、他車が通行できなくなってしまい
ます。このように他社の通行を妨害する駐車は違反行為
になります（道路交通法第４７条第２項）。この場合、後か
ら駐車した車が違反に問われます。駐車禁止でない場所
で駐車するときは、他車の妨げにならないかどうか、周囲
の状況や車を駐車する位置をよく確認する必要がありま
す。

５．路線バスの発信を妨害する追越し

　　路線バスが発進の合図をしているにもかかわらず、強

引に追越していく車があります。発信しかけた路線バスが

衝突を避けるため急停車すると、乗客が転倒するなどの

事故につながりかねません。

　バス停に停止している路線バスが発進の合図を出した

ときは、それを妨げてはいけません（道路交通法第３１条

第２）。徐行や一時停止をしてバスが発信するのを待つよ

うにします。

◆　走行中の車からの「ポイ捨て」は違反行為

　　道交法第７６条において、「道路において進行中の車

両等から物件を投げること」は禁止されています。した

がって、走行中の車から物を「ポイ捨て」にするのは、マ

ナー違反の問題ではなく、違反行為です。

　禁止の対象になる「物件」は特に限定されておりません

から、空缶やペットボトル等の容器類はもちろん、レシート

などの小さな紙切れやレジ袋なども含まれます。また、

「何人（なんびと）も禁止」ですから、ドライバーだけでなく

同乗者も禁止されています。走行時の物の「ポイ捨て」は

絶対にしないよう、車に乗る人は全員が徹底しましょう。


